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（１）対策の概要

浄化対象面積 ：約 45,000m2（5ゾーンに分割）

計画注入井戸ピッチ ：7～10ｍ

注入井戸本数 ：280 本（ゾーン 1、2、1-2）、150 本（ゾーン 3、4） ゾーン 4の配

注入するバイオ助剤 ：アミノ酸系バイオ助剤

注入量 ：1.6kg/m3(対土壌)を 200 倍希釈

浄化対象 ：地下水

浄化目標 ：ゾーン 1～ゾーン 3は地下水基準以下 ゾーン 4は少数点 2 桁台ま

図-1 浄化対策ゾーン区分 図-2 注入井戸配置

（２） 対策手順と工程

表-1 浄化対策工程

パイロット試験 着工：2011 年 3 月（予定） 試験期間：7 ヶ月間（

敷地内浄化対策（パイロット試験除く） 着工：2011 年 9 月（予定） 試験期間：6 年間 （
置は暫定

で低下

予定）

予定）
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（３）パイロット試験

敷地内浄化対策を実施するあたり、注入方法や井戸ピッチの仕様、汚染地下水やバイオ助剤が周辺環境に

与える影響を予め把握しておく必要がある。これらの把握するため事前にパイロット試験を実施し、浄化対

策に反映する。

表-2 パイロット試験で検討すべき課題

図-3 単井戸注入試験概要 図-4 複井戸注入試験概要

表-3 パイロット試験工程



（４） 環境保全・安全対策

①有害物質等の摂取防止対策及び基準超過土壌の拡散防止対策

・作業エリアには、第三者の立入禁止措置を行う。

・作業員が基準を超過した土壌や地下水に接する場合、作業服、手袋、安全靴を着用し、直接肌に触れない

ようにする。万が一触れた場合には、直ちに洗浄を行う。

・汚染物質、バイオ助剤、周辺設備・装置の取り扱いについて現場従事者への教育及び周知徹底を図る。

・井戸構築時に発生する汚染土壌は、土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理施設に搬出し、搬出汚染土壌管

理票で管理する。なお、搬出先、運搬業者、及び運搬ルートについては、現在調査中である。

・井戸構築時に発生する汚染地下水は、地下浸透させることなく回収し、敷地内の処理施設にて排水基準以

下として下水道に放流する。

②発生ガスの監視

敷地内浄化対策では、使用量を適切に管理するため、爆発限界を超過するメタンガスが広範囲に発生する

ことはないと考えている。但し、パイロット試験時に検知管や可燃性ガス検知器を用いて、井戸孔内、及び

周辺大気のガス濃度測定を実施する予定である。その結果、浄化対策時においてもガス発生が懸念される場

合には、浄化対策時においても管理濃度を設定した上で、一定の頻度でガスのモニタリングを実施する。

管理濃度を連続的に超過した場合には、レベルに応じて注入作業を中止、ガス吸引等の措置を実施し、ガ

ス濃度の低下を確認するとともに、必要に応じて作業方法の見直しを行う。

浄化対策対象エリアには硫黄源が存在しないという情報より、硫化水素ガスの発生は想定していないが、

パイロット試験時に濃度測定を行い、必要であれば浄化対策時においてもメタンガスと同様な管理体制下で

注入作業を実施する。なお、敷地境界帯においては、定期的に嗅覚による臭気の確認を行う。

事前に工場建屋の地下構造を把握し、ガスが滞留し易い箇所では、慎重にモニタリングを実施する。

表-4 メタンガス監視体制（暫定） 表-5 硫化水素監視体制（暫定）

③バイオ助剤、汚染地下水の敷地外への流出の監視

パイロット試験では、バイオ助剤注入前後で地下水モニタリングを実施し、バイオ助剤や汚染地下水の挙

動を把握する。また、数値解析によるシミュレーションを実施し、浄化対策時における敷地外への影響評価

を行い、注入位置（注入位置のセットバック）や注入方法（自然浸透への変更）などに反映する。

浄化対策時は、a.北部敷地境界帯における浄化対策中、b.敷地内浄化対策中（北部敷地境界帯対策後で上流

側汚染浸透箇所の浄化対策が完了するまでの期間）、管理濃度を設定した上で北部敷地境界帯で地下水モニタ

リングを実施する。

a.北部敷地境界帯対策時：管理濃度(パイロット試験結果より協議)超過に連続性が認められた場合には、

注入位置、注入方法の見直しを行う。

b.敷地内浄化対策時 ：地下水基準の超過に連続性が認められた場合には、一旦注入作業を中止し注入

方法を見直すとともに、すみやかな減少傾向が確認できない場合は、地下水基

準を超過箇所で再度バイオ助剤を注入するなどの措置を実施する。

なお、硝酸性窒素については、パイロット試験時のモニタリング結果より、実施の有無を決める。



表-6 北部敷地境界帯対策時の監視体制（暫定） 表-7 敷地内浄化時の北部敷地境界帯の監視体制（暫定）

④バイオ助剤注入が生態系に与える影響評価

パイロット試験時に、バイオ助剤を土壌に注入することによって、人への病原性・感染性が確認されてい

るセーフティ－レベル 2 および 3 の病原菌について測定を行い、病原菌の有無、有意な増加傾向について把

握する。

a.パイロット試験時の調査 ：栄養物質注入前後、浄化終了後の 3回

b.浄化対策時の調査 ：パイロット試験と同様の頻度で浄化ゾーンに最も近傍の敷地境界で実施

（パイロット試験時結果に応じて実施）

⑤安全管理体制、緊急時の対応及び事故対策

図-5 安全管理体制 図-6 緊急時の対応及び事故対策

⑥モニタリング項目

パイロット試験時、敷地浄化対策時に実施するモニタリングの項目について表-8、表-9 に示す。

表-8 モニタリング項目(1) 表-9 モニタリング項目(2)




